
労働保険の適用徴収関係手続は、電子申請・電子納付（Pay-easy）によっても行うことができます。
電子申請を利用することにより、都道府県労働局、労働基準監督署又は金融機関の窓口へ出向くことな
く、夜間、休日でも手続ができます。
電子申請であれば、保険関係成立届を提出した際に付与される労働保険番号をご自宅・オフィス等で受
け取ることができます。また、労働保険番号の早期振出等の機能強化により、より迅速に労働保険番号
を受け取ることができるようになりました。保険関係成立届については電子申請を是非ご利用ください。
労働保険料等の納付を電子納付により納付することが可能です。電子申請と併せて利用することで、申
告から納付まで全てインターネット上で完結させることができます。
※労働保険料等の申告を紙の申告書で実施し、一括納付・延納（分割納付）の申請をした場合の第１期
分の納付については一部金融機関に限ります。（対象金融機関については、厚生労働省ホームページを
ご確認ください。）
電子納付についてはPay-easy（ペイジー）のホームページ（https://www.pay-easy.jp）をご覧ください。
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※社会保険労務士及び労働保険事務組合がアクセスコードを使用して電子申請による年度更新申告
手続を行う場合は、事業主の電子署名を省略することができます。

郵送された年度更新申告書のあて先労働局名の右隣に印字されている小文字８桁の半角英数字が
　「アクセスコード」です。


